
（平成２２年１１月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

厚生年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認山梨地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



山梨厚生年金 事案 421 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成５年 11 月１日から７年 10 月１日までの期間につい

て、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったことが認められることから、５年 11 月から６

年９月までの期間の標準報酬月額に係る記録を 32 万円、同年 10 月から７年

９月までの期間の標準報酬月額に係る記録を 28 万円に訂正することが必要で

ある。 

また、申立期間のうち、平成２年 11 月１日から４年７月１日までの期間及

び７年 10 月１日から９年 10 月 21 日までの期間について、申立人は、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、２年 11 月から４年６月までの標準報酬

月額に係る記録を 30 万円、７年 10 月から９年９月までの標準報酬月額に係

る記録を 28万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年９月１日から平成９年 10月 21日まで 

    平成７年１月から９年９月の期間について実際の給与明細書の支給額と

ねんきん定期便の標準報酬月額の記録が違っている。給与明細書が無い期

間の記録も違っていると思われるので正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成５年 11 月から７年９月までの期間の標準報酬月額

については、オンライン記録によると、当初、５年 11 月から６年９月まで

は 32万円、６年 10月から７年９月までは 28万円と記録されていた。 

しかしながら、オンライン記録では、平成６年３月９日付けで申立人を

含む２人の標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して引き下げられており、申立人の



標準報酬月額は、５年 11 月から６年７月までの期間について 28 万円に記

録訂正され、また、７年２月 28 日付けで申立人を含む２人の標準報酬月額

の記録が遡及
そきゅう

して引き下げられており、申立人の標準報酬月額は、６年８

月から７年９月までの期間について 22 万円に記録訂正されていることが確

認できる。 

また、Ａ社の元事業主は、「バブルが崩壊したとき景気が悪くなり、保

険料が払えなくなった。社会保険事務所の職員が来て標準報酬を下げる指

導を受けた。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、平成６年３月９日付け及び７年２月 28 日

付けで行われた遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険

事務所が行った当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正

があったとは認められない。 

このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている申立人の平成

５年 11 月から７年９月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に

当初届け出た、５年 11 月から６年９月までは 32 万円、同年 10 月から７年

９月までは 28万円に訂正することが必要と認められる。 

 

２ 申立期間のうち、平成２年 11 月から４年６月までの期間の標準報酬月額

については、オンライン記録では、出向先のＢ社を資格喪失し、Ａ社で再

取得した２年 11 月１日の標準報酬月額は９万 8,000 円、その後３年 10 月

１日付けの定時決定により 17 万円、４年７月１日付けの随時改定により

32万円と記録されていることが確認できる。 

一方、申立人は、出向先のＢ社からＡ社に戻った際に給与支給額が下が

った記憶は無く、総支給額に大きな変動も無かったと主張しているところ、

申立人から提出された平成３年９月の給与支給明細書では、標準報酬月額

30 万円に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが確認でき、事業主が社会保険事務所に届け出た報酬月額とは大きく

相違していることが確認できる。 

当該申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに

見合う標準報酬月額の範囲内とされていることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の平成２年 11 月から４年６月までの期間に係る標準

報酬月額については、申立人の３年９月の給与支給明細書により、30 万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



給与支給明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標

準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が長期間にわ

たり一致していないことから、事業主は、保険料控除額に見合う報酬月額

を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該

期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち、平成 7 年 10 月から９年９月までの期間の標準報

酬月額については、申立人から提出された給与支給明細書から、28 万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

元事業主が申立人に係る標準報酬月額を下げて保険料を納付していたこと

を認めていることから、事業主は、保険料控除額に見合う報酬月額を届け

出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該期間の

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

３ 申立期間のうち、昭和 63 年９月から平成２年 10 月までの期間の標準報

酬月額については、元事業主は、届出に基づく保険料を控除していたと証

言しており、社会保険事務所による不合理な遡及
そきゅう

訂正も無い上、保険料控

除を確認できる資料等は無い。 

また、平成４年７月から５年 10 月までの期間の標準報酬月額の相違につ

いては、申立人名義の預金口座の給与振込額から予想される報酬月額及び

保険料控除額に相当する標準報酬月額は、オンライン記録とほぼ一致して

いる。 

さらに、当該期間当時の賃金台帳等は確認できない上、申立人の主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間についてその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



山梨厚生年金 事案 422 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に

係る記録を昭和 53 年３月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、26 万

円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年３月 16日から同年４月 16日まで 

    昭和 29 年にＡ社に入社し、定年退職するまで継続して勤務していたのに、

53 年３月にＣ社への出向を終え、Ｂ工場へ転勤した際の厚生年金保険の記

録に１か月の空白があることはおかしいので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の資格記録及びＡ社から提出された人事略歴の記録から判断する

と、申立人は同社及び関連会社に継続して勤務し（昭和 53 年３月 16 日にＣ

社からＡ社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における

昭和 53 年４月の被保険者原票の記録から、26 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主の申立人に係る保険料を納付する義務の履行については、事

業主は、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険の資格取得日を昭和 53 年

４月 16 日として誤って届け出たことを認めており、その結果、社会保険事務

所（当時）は申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



山梨厚生年金 事案 423 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 44 年３月 17 日、資格喪失日に係る記録を

同年５月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000 円とすることが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年３月 17日から同年５月１日まで 

昭和 44年３月にＡ社Ｄ支店に入社したが、厚生年金保険被保険者期間が

同年５月からとなっており、２か月間欠落しているので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及びＢ社が提出した申立人に係る人事台帳等から

判断すると、申立人が昭和 44 年３月 17 日にＡ社Ｄ支店に入社し、申立期間

において勤務していたことが認められる。 

    一方、適用事業所名簿によると、Ａ社Ｄ支店は、昭和 44 年５月１日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しており、申立期間においては適用事業所に該

当していなかったことが確認できるところ、Ｂ社では、「Ａ社Ｄ支店が厚生

年金保険の適用事業所となるまでの期間において、同社同支店に勤務してい

た従業員については、既に厚生年金保険の適用事業所になっていた同社Ｃ支

店に係る厚生年金保険被保険者資格の取得手続を行っていた。」と回答して

いる。 

   また、Ａ社Ｃ支店及び同社Ｄ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿により、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる被保険

者のうち同社Ｄ支店における経理担当であったとする者は、「申立人は、昭

和 44 年３月 17 日にＡ社Ｄ支店に入社した。当時、同社Ｃ支店が同社Ｄ支店



等の経理事務を統括していたため、申立人についても、入社と同時に、同社

Ｃ支店において厚生年金保険被保険者資格の取得手続が行われるべきであっ

たものと思われる。厚生年金保険料は、入社後に支給された給与から毎月控

除していた。｣と供述している。 

     さらに、前述のＡ社Ｄ支店に係る被保険者名簿において、昭和 44 年５月１

日に厚生年金保険被保険者の資格を取得している被保険者のうち 50 人を抽出

して、その被保険者記録を確認したところ、このうち 48 人は、同日までの期

間において同社Ｃ支店に係る厚生年金保険被保険者の資格を取得しているこ

とが確認できる。 

     加えて、前述のＡ社Ｃ支店に係る被保険者名簿によれば、申立人と同時期

に学校を卒業後、同社同支店に採用されたとする複数の同僚は、昭和 44 年３

月 16日に厚生年金保険被保険者の資格を取得していることが認められる。 

     これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

     また、申立期間の標準報酬月額については、前述のＡ社Ｃ支店に係る被保

険者名簿において、申立人と同一職種で、かつ、申立人と同時期に同社Ｃ支

店に採用されたことが確認できる同僚の昭和 44 年３月の記録から、２万

4,000円とすることが妥当である。 

     なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、前述のＡ社Ｃ支店に係る被保険者名簿に

は申立人の名前は確認できず、仮に事業主から申立人に係る申立てどおりの

被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届

を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事

務所（当時）が記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主から社会保

険事務所に被保険者資格の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 44 年３月及び同年４月の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚

生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



山梨厚生年金 事案 424 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、昭和 54 年４月

から同年 10 月までの期間は 24 万円、同年 11 月から 56 年 12 月までの期間は

26 万円、58 年４月から 59 年９月までの期間は 26 万円、60 年４月から同年

６月までの期間は 32 万円、61 年４月から 62 年３月までの期間は 34 万円、

同年４月から平成元年３月までの期間は 24 万円、同年４月は 30 万円、同年

５月は 34万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月１日から平成元年６月１日まで 

 Ａ社、Ｂ社及びＣ社に勤務していたときの標準報酬月額がオンライン記

録と違っているので、記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された給

与明細書により確認できる保険料控除額から、申立期間のうち、昭和 58 年 10

月から同年 12 月までの期間は 26 万円、59 年４月は 26 万円、同年９月は 26

万円、また、支給月のみで支給年が確認できない給与明細書のうちガソリン

代金が控除されていた給与明細書については、請求年月が判明しているＣ社



からのガソリン代金請求書と給与から控除されていたガソリン代金が一致し

ていることから支給年が判明したことにより、61 年 11 月は 34 万円、62 年２

月及び同年３月は 34 万円、同年９月は 24 万円、同年 11 月から 63 年３月ま

での期間は 24 万円、同年６月は 24 万円、平成元年２月は 24 万円に訂正する

ことが妥当である。 

また、申立期間のうち、昭和 54 年４月、同年６月から同年 12 月までの期

間、56 年３月から同年９月までの期間、同年 11 月、58 年４月から同年９月

までの期間、59 年５月から同年８月までの期間、60 年５月及び同年６月、61

年４月から同年８月までの期間、同年 10 月、62 年１月、同年４月から同年６

月までの期間、同年８月、同年 10 月、63 年５月、63 年７月から同年９月ま

での期間、平成元年３月については、給与明細書に支給月のみで支給年は確

認できないが、これらの前後の期間に係る給与明細書の保険料控除額と同額

であり、これらの額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録から確認でき

る標準報酬月額より高額であることが認められる。 

さらに、申立期間のうち、前述の期間以外に支給月のみが４月と確認でき

る給与明細書と支給年月が確認できない給与明細書があるが、これらの給与

明細書以外の支給年月は、給与明細書の控除額から支給年月が特定でき、残

りの特定できない期間は平成元年４月及び同年５月のみであることから、こ

れらの給与明細書の控除額により、元年４月及び同年５月のものと判断する

ことが妥当である。 

したがって、当該期間に係る標準報酬月額は、申立人が提出した給与明細

書における保険料控除額から昭和 54 年４月は 24 万円、同年６月から同年 10

月までの期間は 24 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 26 万円、56 年３月から

同年９月までの期間は 26 万円、同年 11 月は 26 万円、58 年４月から同年９月

までの期間は 26 万円、59 年５月から同年８月までの期間は 26 万円、60 年５

月及び同年６月は 32 万円、61 年４月から同年８月までの期間は 34 万円、同

年 10 月は 34 万円、62 年１月は 34 万円、同年４月から同年６月までの期間は

24 万円、同年８月は 24 万円、同年 10 月は 24 万円、63 年５月は 24 万円、同

年７月から同年９月までの期間は 24 万円、平成元年３月は 24 万円、同年４

月は 30万円、同年５月は 34万円に訂正することが妥当である。 

さらに、申立期間のうち、昭和 54 年５月、55 年１月から 56 年２月までの

期間、同年 10 月、同年 12 月、59 年１月から同年３月までの期間、60 年４月、

61 年９月、同年 12 月、62 年７月、63 年４月、同年 10 月から平成元年１月ま

での期間については、申立人は、給与明細書を保管していないが、これらの

前後の期間に係る給与明細書の保険料控除額から判断すると、前後の期間の

保険料控除額と同額とするのが妥当であり、これらの額に見合う標準報酬月

額は、オンライン記録から確認できる標準報酬月額より高額であることが認

められる。 



したがって、当該期間に係る標準報酬月額は、昭和 54 年５月は 24 万円、

55 年１月から 56 年２月までの期間は 26 万円、同年 10 月は 26 万円、同年 12

月は 26 万円、59 年１月から同年３月までの期間は 26 万円、60 年４月は 32

万円、61 年９月は 34 万円、同年 12 月は 34万円、62 年７月は 24 万円、63 年

４月は 24 万円、同年 10 月から平成元年１月までの期間は 24 万円に訂正する

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、給与明細書において確認できる保険料控

除額に見合う標準報酬月額と、社会保険事務所（当時）で記録されている標

準報酬月額が、長期にわたって一致していないことから、事業主は、保険料

控除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所

は、当該標準報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

一方、申立期間のうち、昭和 57 年８月については、給与明細書において支

給年月が確認でき、同年１月から同年３月までの期間、同年５月、同年７月、

同年 11 月及び同年 12 月、59 年 10 月から 60 年３月までの期間、同年８月か

ら同年 12 月までの期間については、給与明細書に支給月のみで支給年は確認

できないが、これら前後の期間に係る給与明細書の保険料控除額から判断す

ると、オンライン記録による標準報酬月額と同額であることから、特例法に

よる保険給付の対象に当たらないため、あっせんを行わない。 

また、申立期間のうち、申立人が給与明細書を保管していない昭和 57 年４

月、同年６月、同年９月及び同年 10 月、58 年１月から３月までの期間、60

年７月、61 年１月から３月までの期間についても、これら前後の期間に係る

給与明細書の保険料控除額から判断して、保険料控除額に見合う標準報酬月

額が、オンライン記録による標準報酬月額と同額であることから、特例法に

よる保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

さらに、申立期間のうち、申立人が給与明細書を保管していない昭和 45 年

12 月から 54 年３月までの期間については、社会保険事務所のＡ社及びＢ社に

係る厚生年金保険被保険者原票を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記

載内容に不備は無く、オンライン記録とも一致しており、また、さかのぼっ

て標準報酬月額の訂正が行われた形跡も無いため、あっせんは行わない。 



山梨厚生年金 事案 425 

 

第１ 委員会の結論  

   申立期間のうち、平成９年 11 月１日から 10 年 10 月１日までの期間につい

ては、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人

が主張する標準報酬月額（59 万円）であったと認められることから、当該期

間の標準報酬月額に係る記録を 59万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、平成 10 年 10 月１日から 11 年４月１日までの期間

については、申立人は、その主張する標準報酬月額（59 万円）に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を 59万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（上記訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立  期 間 ： 平成９年 11月１日から 11年４月１日まで 

    平成９年 11 月から 11 年３月までの実際にもらっていた給与の額と、年

金事務所の標準報酬月額に差異がある。訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録において、申立人の平成９年 11 月から 10 年９月までの

期間に係る標準報酬月額は、当初、申立人が主張する 59 万円と記録されて

いたところ、10 年６月 24 日付けで、９年 11 月１日にさかのぼって 28 万

円に引き下げられていることが確認できる。 

しかしながら、申立人の預金通帳の入金記録によると、申立事業所から

の給与振込額は、平成９年 10 月から退社するまで全く変更が無い状態であ

ることが確認できる。 

また、オンライン記録により、事業主を含む 123 人についても申立人と

同様に、平成 10 年６月 24 日付けで、標準報酬月額を遡及
そきゅう

訂正する処理が

行われている。 



さらに、滞納処分票により、申立事業所は申立期間が遡及
そきゅう

訂正処理をさ

れた時期に社会保険料について滞納していたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、平成 10 年６月 24 日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的な理由は無い上、有効な記録訂正があったとは認められ

ないことから、申立人の９年 11 月から 10 年９月までの標準報酬月額につ

いては、59万円に訂正することが必要である。 

  ２ オンライン記録において、平成 10年 10 月から 11年３月までの標準報酬

月額については、22 万円とされているところ、当該期間の申立事業所から

の給与振込額は、申立人から提出された預金通帳の入金記録によると、そ

れ以前の期間に係る給与振込額と全く変わらないことが確認できる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらのいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人は、平成 10 年 10 月から 11 年３月までの標準報酬月

額については、申立人から提出された預金通帳の給与振込額から、59 万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行っ

ていたか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無い

ことから行ったとは認められない。 



山梨厚生年金 事案 426 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格喪失日に

係る記録を昭和 57 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17 万円

とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間   ： 昭和 57年７月 31日から同年８月１日まで 

昭和 51 年４月１日から平成 13 年３月までの間、継続してＡ社に勤務し

ていたにもかかわらず、昭和 57 年８月１日付けで同社Ｂ支社から同社Ｃ本

社に転勤した際の厚生年金保険の記録が欠落している。申立期間について、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の清算人が発行する在籍証明書及び申立人に係る雇用保険被保険者記

録から判断すると、申立人は、同社において継続して勤務し（昭和 57 年８月

１日に同社Ｂ支社からＣ本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが推認できる。 

なお、異動日については、申立人と入れ替わりにＡ社Ｃ本社から同社Ｂ支

社へ転勤した同僚の同社Ｃ本社における資格喪失日が昭和 57 年８月１日であ

ることから、申立人の同社Ｂ支社における資格喪失日も同日とすることが妥

当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 57

年７月の社会保険事務所（当時）の記録から 17 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社の清算人によると、納付を確認できる関連資料が現存

せず不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 57 年８月１日と届け出た



にもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年７月 31 日と誤って記録するこ

とは考えにくいことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の厚生年金保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないものと認められる。 



山梨厚生年金 事案 427 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、農林漁業団体職員共済組合員として掛金を

農林漁業団体により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人の農林漁業団体職員共済組合における資格取得日に係る記録を昭和 49 年

５月１日に、資格喪失日に係る記録を 51 年 10 月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を 49 年５月から同年６月までは４万 8,000 円、同年７月から同

年８月までは５万 2,000 円、同年９月は４万 8,000 円、同年 10 月から同年

11 月までは５万 2,000 円、同年 12 月は４万 8,000 円、50 年１月から同年２

月までは５万 2,000 円、同年３月から同年４月までは４万 8,000 円、同年５

月から同年６月までは６万円、同年７月は６万 4,000 円、同年８月から同年

９月までは６万 8,000 円、同年 10 月から 51 年２月までは６万円、同年３月

は５万 6,000 円、同年４月から同年５月までは５万 2,000 円、同年６月は６

万円、同年７月から同年８月までは６万 8,000 円、同年９月は６万円とする

ことが必要である。 

なお、農林漁業団体は、申立人に係る申立期間の掛金を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年５月１日から 51年 10月１日まで 

    申立期間について、Ａ組合（現在は、Ｂ組合）に勤務し共済掛金も控除

されていたので、申立期間を農林漁業団体職員共済組合の加入期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   業務継承団体であるＢ組合が保管するＡ組合の給与台帳により、昭和 49 年

５月から 51 年９月まで、申立人が同組合に勤務し、給与から農林漁業団体

職員共済組合の掛金が控除されていることが確認できる。 

また、標準報酬月額については、掛金控除額から、昭和 49 年５月から同

年６月までは４万 8,000 円、同年７月から同年８月までは５万 2,000 円、同



年９月は４万 8,000 円、同年 10 月から同年 11 月までは５万 2,000 円、同年

12 月は４万 8,000 円、50 年１月から同年２月までは５万 2,000 円、同年３

月から同年４月までは４万 8,000 円、同年５月から同年６月までは６万円、

同年７月は６万 4,000 円、同年８月から同年９月までは６万 8,000 円、同年

10 月から 51 年２月までは６万円、同年３月は５万 6,000 円、同年４月から

同年５月までは５万 2,000 円、同年６月は６万円、同年７月から同年８月ま

では６万 8,000円、同年９月は６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る掛金の納付義務の履行について、Ｂ組合では、Ａ組合

時代に届出誤りが有ったことを認めていることから、農林漁業団体職員共済

組合は申立人に係る昭和 49 年５月から 51 年９月までの掛金について納入の

告知を行っておらず、農林漁業団体は、申立期間に係る掛金を納付する義務

を履行していないと認められる。 



山梨厚生年金 事案 428 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年３月から同年７月１日まで 

             ② 昭和 44年 12月 26日から 46年２月まで 

    昭和 43 年に高校卒業後、Ａ事業所（運営会社：Ｂ社）に入社し、46 年

２月ごろ退職した。申立期間①及び②の記録が無く、納得がいかないので

調査して厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①について、申立人が昭和 43 年７月１日にＢ社において厚生年

金保険の被保険者資格を取得する以前に同社に勤務していたことは、元同

僚の証言及び雇用保険被保険者記録の取得年月日が同年４月１日となって

いることから推認できる。 

しかしながら、前出の元同僚は、「入社後３か月の見習期間を経て厚生

年金保険に加入していた。」と証言しているところ、オンライン記録によ

ると元同僚の当該事業所に係る資格取得日は昭和 43年７月１日である。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、同社におい

て昭和 43 年７月１日資格取得者は 56 人である上、同年４月 1 日に資格を

取得した者は見当たらないことから、申立期間当時、同社では、入社と同

時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、入社してから相当期間経

過後に加入させていたことがうかがえる。 

 

２ 申立期間②について、元同僚の証言により申立人がＢ社に勤務していた

ことは推認できるものの、勤務期間を特定するまでの証言は得られず、申

立人の同社における雇用保険の加入記録においても離職日は昭和 44 年 12

月 25日と確認できる。 



また、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、同

社の後継会社であるＣ社においても、同社の人事記録等の資料は保存され

ておらず、申立人の申立期間②における勤務の実態及び保険料の控除につ

いて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 
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第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年９月 11日から 39 年９月１日まで 

昭和 37 年４月３日から 39 年８月 31 日まで、Ａ社の事務所２階の寮に住

み込みで勤務していた。社員は私を含めて４人で、厚生年金保険にも加入

していたので、被保険者記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の現在の事業主（当時中学生）の証言から、申立人が同社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当該事業

所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 37 年９月１日以降に入社し、申

立期間の全部あるいは一部の期間に同社で勤務していた同僚６人に照会した

ところ、６人全員が申立人のことを覚えていないと申述している上、当時の

事業主は既に死亡しており、当時の関係書類も保管していないことから、申

立人の申立期間に係る当該事業所における厚生年金保険の加入状況は確認で

きない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立

てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


